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千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則 

昭和五十四年十二月十一日 

規則第六十九号 

  

改正 昭和五五年 九月 二日規則第五六号 昭和五九年 三月一三日規則第一〇号  

   昭和六〇年 一月 八日規則第一号 昭和六一年 二月一二日規則第一号  

   昭和六二年 二月二四日規則第四号 昭和六二年一一月一〇日規則第七三号  

   昭和六三年一一月 八日規則第八三号 平成 二年 一月 九日規則第一号  

   平成 二年 八月 三日規則第五二号 平成 三年 七月 二日規則第六二号  

   平成 四年 九月一八日規則第九八号 平成 五年 二月二六日規則第六号  

   平成 五年一二月 七日規則第八五号 平成 七年 二月二一日規則第八号  

   平成 八年 三月二六日規則第二〇号 平成 八年 九月二四日規則第五七号  

   平成一一年 三月二六日規則第二一号 平成一一年 三月三〇日規則第三一号  

   平成一二年 三月三一日規則第五七号 平成一二年 九月 五日規則第一五二号  

   平成一三年一一月三〇日規則第一一一号 平成一五年 三月二八日規則第四〇号  

   平成一七年 六月一〇日規則第一二三号 平成一八年 六月 六日規則第九五号  

   平成二一年 三月三一日規則第三五号 平成二二年 三月三一日規則第二九号  

   平成二三年一〇月二八日規則第一一六号 平成二四年 三月三〇日規則第四八号  

   平成二五年 三月二九日規則第六四号 平成二八年 九月一三日規則第六七号  

   平成二九年一二月一九日規則第四七号 平成三〇年 六月二九日規則第四一号  

   令和 元年 七月二三日規則第六号 令和 二年 六月三〇日規則第四七号  

  令和 三年一〇月二九日規則第八八号   

千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則 

（目的） 

第一条 この規則は、沿岸漁業改善資金助成法（昭和五十四年法律第二十五号。以下「法」とい

う。）に基づき、予算の範囲内において法第三条第一項に規定する事業を行い、もつて沿岸漁業の

経営の健全な発展、漁業生産力の増大及び沿岸漁業従事者の福祉の向上に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この規則において使用する用語の意義は、法、沿岸漁業改善資金助成法施行令（昭和五十四

年政令第百二十四号。以下「令」という。）及び沿岸漁業改善資金助成法施行規則（昭和五十四年

農林水産省令第二十二号。以下「省令」という。）の例による。 

一部改正〔平成二一年規則三五号・二三年一一六号〕 

（貸付け） 

第三条 県は、法、令及び省令、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法

律（平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。）、農林漁業有機物資源の

バイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律（平成二十年法律第四十五号。以下「農林漁

業バイオ燃料法」という。）並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」と

いう。）に定めるもののほか、この規則の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該

各号に定める資金を貸し付ける。 

一 沿岸漁業従事者等 沿岸漁業改善資金（経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成

確保資金をいう。以下同じ。） 

二 特定認定中小企業者（農商工等連携促進法第十四条第一項の規定による認定中小企業者をい

う。以下同じ。） 経営等改善資金（別表第一に規定する操船作業省力化機器等設置資金、漁ろ

う作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置資金、燃料油消費節減機器等設置資金、

新養殖技術導入資金、資源管理型漁業推進資金及び環境対応型養殖業推進資金に限る。） 

三 促進事業者（六次産業化法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画（以下「認定総合化事

業計画」という。）に従つて六次産業化法第五条第四項第三号に掲げる措置を行う六次産業化法

第六条第三項に規定する促進事業者をいう。以下同じ。） 経営等改善資金（別表第一に規定す
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る操船作業省力化機器等設置資金、漁ろう作業省力化機器等設置資金、補機関等駆動機器等設置

資金、燃料油消費節減機器等設置資金、新養殖技術導入資金、資源管理型漁業推進資金及び環境

対応型養殖業推進資金に限る。） 

一部改正〔平成五年規則八五号・二一年三五号・二三年一一六号・二五年六四号〕 

（沿岸漁業改善資金の種類等） 

第四条 前条の規定により県が貸し付ける沿岸漁業改善資金（以下「貸付金」という。）の種類、貸

付けの内容、一沿岸漁業従事者等、一特定認定中小企業者又は一促進事業者ごとの貸付限度額、償

還期間等は、別表第一のとおりとする。 

２ 貸付金は、無利子とする。 

一部改正〔平成二一年規則三五号・二三年一一六号〕 

（貸付金の限度額） 

第五条 一沿岸漁業従事者等、一特定認定中小企業者又は一促進事業者に係る貸付金の合計額の限度

は、五千万円とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認し

た額とする。 

一部改正〔平成五年規則八五号・二一年三五号・二二年二九号・二三年一一六号〕 

（借受資格） 

第六条 貸付金を借り受けることができる者（以下「借受資格者」という。）は、沿岸漁業の従事者

たる個人、沿岸漁業の従事者たる個人の組織する団体若しくは沿岸漁業を営む会社（常時使用する

従業者の数が二十人以下のものに限る。）、特定認定中小企業者（次の各号のいずれかに該当する

ものを除く。）又は促進事業者（次の各号のいずれかに該当するものを除く。）であつて、別表第

一貸付金の種類の欄に掲げる機器等の設置等の事業を適正に実施することが見込まれる者として別

表第二に定めるものとする。 

一 金融及び保険業を営んでいるもの 

二 融資機関から取引の停止を受けているもの 

三 第八条の規定による貸付けの申請をする日前六箇月以内に手形若しくは小切手の不渡り又は手

形交換所による取引停止処分がなされたもの（前号に該当するものを除く。） 

四 当該措置を行うに当たり法令上必要とする行政機関の許認可等（行政手続法（平成五年法律第

八十八号）第二条第三号に規定する許認可等をいう。）を受けることができないもの 

２ 借受資格者のうち、法人格のない団体にあつては、次の各号に該当するものでなければならな

い。 

一 沿岸漁業の生産又は漁業技術の改善等を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織さ

れた団体であつて、実体的活動を現に行つているもの（青年漁業者等養成確保資金にあつては、

実体的活動を近い将来において行うことが確実であると認められるものを含む。）であること。 

二 その規模、内容等が水産業改良普及組織等の普及指導の対象として適当と認められるものであ

ること。 

三 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。 

３ 前各項の規定にかかわらず、貸付けを受けようとする事業を行う者（法人その他の団体にあつて

は、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問

その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限

を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業を

行う者は、借受資格者とならない。 

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

二 次のいずれかに該当する行為（ロ又はハに該当する行為であつて、法令上の義務の履行として

するものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復して当該行為を行

うおそれがないと認められる者を除く。） 

イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知つて、暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員
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又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又は

これらに準ずる行為 

ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法人その

他の団体にあつては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する

行為 

三 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

一部改正〔平成五年規則八五号・二一年三五号・二三年一一六号・二五年六四号〕 

（担保又は保証人） 

第七条 貸付金を借り受けようとする者（以下「申請者」という。）は、知事が適当と認める連帯保

証人を一人（一沿岸漁業従事者等、一特定認定中小企業者又は一促進事業者に係る貸付金の合計額

が三百万円を超える場合にあつては、二人）以上立てなければならない。 

２ 申請者が沿岸漁業従事者等、特定認定中小企業者又は促進事業者の組織する団体である場合に

は、その構成員のうち当該貸付けによつて受益する者（その者が特定されない場合にあつては、団

体の理事等）が当該団体の連帯保証人となるものとする。 

３ 申請者は、前各項の規定による連帯保証人を立てることができない場合は、知事が適当と認める

担保を提供することができる場合に限り、当該担保の提供をもつてこれに代えることができる。 

４ 貸付金を借り受けた者（以下「借受者」という。）は、知事が貸付金債権を保全するため必要が

あると認め、借受者に対し、連帯保証人の追加若しくは交替又は担保の追加若しくは変更を求めた

場合においては、これに応じなければならない。 

一部改正〔平成五年規則八五号・一一年三一号・二一年三五号・二三年一一六号〕 

（貸付けの申請等） 

第八条 申請者は、沿岸漁業改善資金貸付申請書（別記第一号様式。以下「貸付申請書」という。）

に次の各号に掲げる書類を添え、申請者（申請者が特定認定中小企業者である場合において農商工

等連携促進法第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画（以下「認定農商工等連携事業計

画」という。）を共同して作成した農林漁業者が沿岸漁業従事者等であるとき、又は申請者が促進

事業者である場合において認定総合化事業計画を共同して作成した農林漁業者等が沿岸漁業従事者

等であるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等。次項において同じ。）の住所地をその地区内に

含む漁業協同組合を経由して知事に提出するものとする。 

一 各事業ごとの事業計画書（別記第二号様式） 

二 当該事業が認定農商工等連携事業計画に従つて実施される農商工等連携促進法第二条第四項に

規定する農商工等連携事業に係るものである場合は、当該認定農商工等連携事業計画を記載した

書類 

三 当該事業が農林漁業バイオ燃料法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて

実施される農林漁業バイオ燃料法第二条第三項に規定する生産製造連携事業に係るものである場

合は、当該認定生産製造連携事業計画を記載した書類 

四 当該事業が認定総合化事業計画に従つて実施される六次産業化法第三条第四項に規定する総合

化事業に係るものである場合は、当該認定総合化事業計画を記載した書類 

２ 漁業協同組合は、前項の規定により貸付申請書（同項各号に掲げる書類を含む。以下同じ。）の

提出があつたときは、速やかに当該貸付申請書を申請者の住所地をその管轄地区内に含む水産事務

所その他知事が別に定める機関（以下「水産事務所等」という。）の長に送付するものとする。 

３ 知事は、申請者がやむを得ない理由により貸付申請書を漁業協同組合を経由して提出することが

困難であると認めるときは、水産事務所等の長に直接提出させることができる。 

一部改正〔平成一一年規則三一号・一二年五七号・二一年三五号・二三年一一六号〕 

（貸付けの決定） 

第九条 知事は、前条の規定により貸付申請書の提出を受けたときは、法第八条に規定する要件に該

当するかどうかについて審査し、貸付けを行うことの可否を決定するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により貸付けの決定を行つたときは、沿岸漁業改善資金貸付決定通知書（別

記第三号様式）を申請者に交付するとともに、その旨を貸付申請書の経由に係る漁業協同組合、第

十七条の規定により事務の委託を受けた東日本信用漁業協同組合連合会（以下「事務委託機関」と

いう。）に沿岸漁業改善資金貸付決定連絡書（別記第四号様式）により通知するものとする。貸付
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けをしない旨の決定を行つたときも同様とする。 

一部改正〔平成一一年規則三一号・一二年五七号・一八年九五号〕 

（貸付申請書の提出期日等） 

第十条 第八条の規定による貸付申請書の知事への提出期日及び前条第一項の規定による貸付けの決

定の時期は、次の表に定めるとおりとする。 

  

   貸付申請書の提出期日 貸付金の貸付決定時期  

 第一回 六月五日 六月中  

 第二回 九月五日 九月中  

 第三回 十二月五日 十二月中  

 第四回 二月五日 二月中  

備考 貸付申請書の提出期日が、日曜日その他休日に当たる場合は、その翌日とする。 

２ 前項に定めるもののほか、知事は、必要に応じ、第八条の規定による貸付申請書の知事への貸付

申請書の提出期日及び前条第一項の規定による貸付けの決定の時期を別に定めることができる。 

一部改正〔平成一一年規則三一号〕 

（借用証書） 

第十一条 申請者は、第九条第二項の規定による沿岸漁業改善資金貸付決定通知書を受領したとき

は、沿岸漁業改善資金借用証書（別記第五号様式。以下「借用証書」という。）を事務委託機関を

経由して知事に提出しなければならない。 

一部改正〔平成一一年規則三一号・一二年五七号・一八年九五号〕 

（事業実施報告書等） 

第十二条 借受者は、貸付金の交付後三箇月以内（漁業経営開始資金にあつては、六箇月以内）に貸

付金の使用を完了するものとする。ただし、当該期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困

難な場合には、知事の承認を受けて当該期間を延長することができる。 

２ 借受者は、貸付金の使用完了後二十日以内に沿岸漁業改善資金事業実施報告書（別記第六号様

式。以下「事業実施報告書」という。）を水産事務所等の長を経由して知事に提出しなければなら

ない。 

３ 前項の規定により事業実施報告書の提出を行う場合において、借受者が法人格のない団体である

ときは、事業実施報告書に個人別内訳を明記するものとする。 

４ 第二項の規定により事業実施報告書の提出を行う場合において、次の表の貸付金の種類の欄に掲

げる貸付金の借受者で、同表の貸付条件の欄に掲げる貸付条件を付されているものは、同表の区分

の欄に掲げる区分に応じ、同表の証明書等の欄に掲げる証明書等の写し又は検査官等の合格を証す

る成績表の写しを事業実施報告書に添付するものとする。 

  

 貸付金の種類 貸付条件 区分 証明書等  

 操船作業省 

力化機器等設置

資金 

補機関等駆動機

器等設置資金 

燃料油消費節減

機器等設置資金 

漁船転覆防止機

器等設置資金 

救命消防設備購

入資金 

漁船衝突防止機

器等購入資金 

婦人・高齢者活

自動操だ装置その他の操船作業を省

力化するための機器、設備又は装置

（以下「機器等」という。）が船舶安

全法（昭和八年法律第十一号）第六条

第三項の予備検査を受け、これに合格

するか、又は船舶安全法施行規則（昭

和三十八年運輸省令第四十一号）第六

十五条の六の準備検査を受け、基準に

適合していることの確認を受けるこ

と。 

機器等が予備

検査を受け、こ

れに合格したも

のである場合 

船舶安全法第九

条第三項の予備検

査合格証明書 
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動資金 

漁業経営開始資

金 

     機器等が準備

検査を受け、基

準に適合してい

ることの確認を

受けたものであ

る場合 

船舶安全法施行

規則第六十五条の

六第四項の準備検

査成績通知書 

 

   船舶安全法第五条第一項の定期検

査、中間検査又は臨時検査を受け、こ

れに合格すること。 

定期検査を受

け、これに合格

した場合 

船舶安全法第九

条第一項の船舶検

査証書又は船舶安

全法施行規則第四

十六条の船舶検査

手帳 

 

     中間検査又は

臨時検査を受

け、これに合格

した場合 

船舶検査手帳  

   機器等が船舶安全法第六条の五第一

項の型式承認を受け、同項の検定に合

格したものであること。 

機器等が型式

承認を受け、検

定に合格したも

のである場合 

船舶安全法第九

条第四項の検定合

格証明書 

 

一部改正〔昭和六二年規則四号・平成五年六号・八五号・一八年九五号〕 

（支払猶予の申請） 

第十三条 法第十条の規定により償還金の支払の猶予を申請しようとする者は、沿岸漁業改善資金支

払猶予申請書（別記第七号様式。以下「支払猶予申請書」という。）に知事が指定する者の証明書

を添えて、償還期限（分割払の場合の各支払期日を含む。）の三十日前までに事務委託機関を経由

して知事に提出しなければならない。 

２ 第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により支払猶予申請書を提出する場合に準用す

る。 

一部改正〔平成一一年規則三一号・一五年四〇号〕 

（支払猶予の決定） 

第十四条 知事は、前条の規定により支払猶予申請書の提出を受けたときは、法第十条に規定する要

件に該当するかどうかについて審査し、支払猶予を行うことの可否を決定するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により支払猶予の決定を行つたときは、沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知

書（別記第八号様式）を支払猶予申請者に交付するとともに、その旨を支払猶予申請書の経由に係

る事務委託機関に沿岸漁業改善資金支払猶予決定連絡書（別記第九号様式）により通知するものと

する。支払猶予をしない旨の決定を行つたときも、同様とする。 

一部改正〔平成一二年規則五七号・一八年九五号・二四年四八号〕 

（期限前償還） 

第十五条 借受者は、知事が次の各号の一に該当すると認めて償還期限の到来前に貸付金の全部又は

一部の償還を請求した場合には、別表第一償還期限等の欄に掲げる償還期限にかかわらず、直ちに

貸付金の全部又は一部を償還しなければならない。 

一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 

二 償還金の支払を怠つたとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。 

（違約金） 

第十六条 知事は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により償還をすべき金額を支払わなか
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つた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当

日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。 

２ 知事は、償還金の支払期日を過ぎて第十四条第一項の規定により支払猶予をしない旨の決定を行

つた場合においても、前項の規定による違約金を徴収するものとする。 

（事務委託機関） 

第十七条 知事は、貸付金の貸付けに係る債権についての保全及び取立に関する事務（貸付けの決

定、期限前償還の決定及び支払猶予の決定の事務を除く。）の一部を東日本信用漁業協同組合連合

会に委託することができる。 

一部改正〔平成一五年規則四〇号・一八年九五号〕 

（調査報告等） 

第十八条 知事は、貸付金の貸付けに関し必要と認めた場合は、職員をして借受者及びその関係者に

対し報告を求め、質問をし、又は借受者の帳簿、施設その他関係する物件を調査させることができ

る。 

２ 前項の規定により調査を行うときは、当該職員は、調査を受ける者若しくはその代理人又は関係

者の立会いを求めなければならない。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の予算に係る貸付金から適用する。 

（経過措置） 

２ 第十条の規定にかかわらず、昭和五十四年度の予算に係る貸付金に係る貸付申請書の知事への提

出期日及び貸付決定の時期は、別に定める。 

（東日本大震災に係る特例措置） 

３ 東日本大震災（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力

発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）により著しい被害を受けた者で、東日本大震災に対

処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令

（平成二十三年政令第百三十二号）第一条第一項各号のいずれかに該当するものが東日本大震災の

後令和三年三月三十一日までに貸付けを受ける経営等改善資金、生活改善資金又は青年漁業者等養

成確保資金についての別表第一の規定の適用については、同表償還期間等の欄中「七年」とあるの

は「十年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあ

るのは「六年」と、「四年」とあるのは「七年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「五年」と

あるのは「八年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とす

る。 

追加〔平成二三年規則一一六号〕、一部改正〔平成二八年規則六七号・二九年四七号・三

〇年四一号・令和元年六号・二年四七号〕 

附 則（昭和五十五年九月二日規則第五十六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和五十

五年度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（昭和五十九年三月十三日規則第十号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和五十

八年度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（昭和六十年一月八日規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和五十

九年度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（昭和六十一年二月十二日規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和六十

年度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（昭和六十二年二月二十四日規則第四号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和六十

一年度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（昭和六十二年十一月十日規則第七十三号） 
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和六十

二年度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（昭和六十三年十一月八日規則第八十三号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、昭和六十

三年度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成二年一月九日規則第一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成元年

度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成二年八月三日規則第五十二号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成二年

度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成三年七月二日規則第六十二号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成三年

度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成四年九月十八日規則第九十八号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成四年

度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成五年二月二十六日規則第六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成四年

度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成五年十二月七日規則第八十五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成七年二月二十一日規則第八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成八年三月二十六日規則第二十号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成七年

度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成八年九月二十四日規則第五十七号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成八年

度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成十一年三月二十六日規則第二十一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成十年

度分の予算に係る沿岸漁業改善資金から適用する。 

附 則（平成十一年三月三十日規則第三十一号） 

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成十二年三月三十一日規則第五十七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則第八条第三項の規定により市町村

長が受領した貸付申請書については、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

附 則（平成十二年九月五日規則第百五十二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十三年十一月三十日規則第百十一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十五年三月二十八日規則第四十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十七年六月十日規則第百二十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成十八年六月六日規則第九十五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二十一年三月三十一日規則第三十五号） 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十二年三月三十一日規則第二十九号） 

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十三年十月二十八日規則第百十六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則附則第三項の規定

は、平成二十三年三月十一日から適用する。 

附 則（平成二十四年三月三十日規則第四十八号） 

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成二十五年三月二十九日規則第六十四号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に改正前の千

葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により知事が貸し付けた資金については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成二十八年九月十三日規則第六十七号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成二十

八年四月一日から適用する。 

附 則（平成二十九年十二月十九日規則第四十七号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成二十

九年四月一日から適用する。 

附 則（平成三十年六月二十九日規則第四十一号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成三十

年四月一日から適用する。 

附 則（令和元年七月二十三日規則第六号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、平成三十

一年四月一日から適用する。 

附 則（令和二年六月三十日規則第四十七号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定は、令和二年

四月一日から適用する。 

附 則（令和三年十月二十九日規則第八十八号） 

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。ただし、第九条第二項及び第十七条の改正規定は

公布の日から、第十二条第四項の表の改正規定は同月二十日から施行する。 

 

別表第一（第四条第一項） 

  

 貸付金の種類 貸付けの内容 貸付限度額 償還期間等  

 一 経営等改善資金        

 (一) 操船作業省力

化機器等設置資金 

機器等の設置に

必要な資金 

一 自動操だ装置

の設置費用 

五百万円（自動操だ装置を設置す

る場合にあつては一台につき百万

円、遠隔操縦装置を設置する場合に

あつては一台につき五十万円、サイ

ドスラスターを設置する場合にあつ

ては一台につき四百万円、レーダー

を設置する場合にあつては一台につ

き百八十万円、自動航跡記録装置を

七年以内

（据置期間

一年以内を

含む。）。

ただし、農

商工等連携

促進法第十

四条又は六

 

 二 遠隔操縦装置

の設置費用 

 

 三 サイドスラス

ターの設置費用 

 

   四 レーダーの設

置費用 
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   五 自動航跡記録

装置の設置費用 

設置する場合にあつては一台につき

百二十万円、ＧＰＳ受信機を設置す

る場合にあつては一台につき百三十

万円） 

次産業化法

第十一条の

規定が適用

される場合

にあつては

九年以内

（据置期間

三年以内を

含む。）、

農林漁業バ

イオ燃料法

第十条の規

定が適用さ

れる場合に

あつては九

年以内（据

置期間一年

以内を含

む。） 

 

   六 ＧＰＳ受信機

の設置費用 

 

 (二) 漁ろう作業省

力化機器等設置資

金 

動力式つり機そ

の他の漁ろう作業

を省力化するため

の機器等の設置に

必要な資金 

一 動力式つり機

の設置費用 

五百万円（動力式つり機を設置す

る場合にあつては一件につき五百万

円、ラインホーラー等の揚縄機を設

置する場合にあつては一台につき百

二十万円、ネットホーラー等の揚網

機を設置する場合にあつては一台に

つき百二十万円、巻取りウインチを

設置する場合にあつては一台につき

五百万円、放電式集魚灯を設置する

場合にあつては一セットにつき二百

万円、漁業用クレーンを設置する場

合にあつては一台につき四百万円、

漁獲物等処理装置を設置する場合に

あつては一台につき五百万円、海水

冷却装置を設置する場合にあつては

一台につき百八十万円、海水殺菌装

置を設置する場合にあつては一台に

つき三百万円、漁業用ソナーを設置

する場合にあつては一台につき五百

万円、カラー魚群探知機を設置する

場合にあつては一台につき百五十万

円、潮流計を設置する場合にあつて

は一台につき五百万円） 

七年以内

（据置期間

一年以内を

含む。）。

ただし、農

商工等連携

促進法第十

四条又は六

次産業化法

第十一条の

規定が適用

される場合

にあつては

九年以内

（据置期間

三年以内を

含む。）、

農林漁業バ

イオ燃料法

第十条の規

定が適用さ

れる場合に

あつては九

年以内（据

置期間一年

以内を含

む。） 

 

 二 ラインホーラ

ー等の揚縄機の

設置費用 

 

 三 ネットホーラ

ー等の揚網機の

設置費用 

 

 四 巻取りウイン

チの設置費用 

 

   五 放電式集魚灯

の設置費用 

 

   六 漁業用クレー

ンの設置費用 

 

   七 漁獲物等処理

装置の設置費用 

 

   八 海水冷却装置

の設置費用 

 

   九 海水殺菌装置

の設置費用 

 

   十 漁業用ソナー

の設置費用 

 

   十一 カラー魚群

探知機の設置費

用 

 

   十二 潮流計の設

置費用 

   

 (三) 補機関等駆動

機器等設置資金 

(一)及び(二)に

規定する機器等を

一 補機関（動力

取出装置付き推

進機関を含

む。）の設置費

五百万円（補機関（動力取出装置

付き推進機関を含む。）を設置する

場合にあつては一台につき四百万

円、油圧装置を設置する場合にあつ

七年以内

（据置期間

一年以内を

含む。）。
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駆動し又は作動さ

せるための補機関

その他の機器等の

設置に必要な資金 

用 ては一台につき五百万円） ただし、農

商工等連携

促進法第十

四条又は六

次産業化法

第十一条の

規定が適用

される場合

にあつては

九年以内

（据置期間

三年以内を

含む。）、

農林漁業バ

イオ燃料法

第十条の規

定が適用さ

れる場合に

あつては九

年以内（据

置期間一年

以内を含

む。） 

 二 油圧装置の設

置費用 

 

 (四) 燃料油消費節

減機器等設置資金 

推進機関その他

の漁船に設置され

る機器等であつ

て、通常の型式の

もの又は通常の方

式によるものと比

較して燃料油の消

費が節減されるも

のの設置に必要な

資金 

一 漁船用環境高

度対応機関の設

置費用 

二千五百万円（漁船用環境高度対

応機関を設置する場合にあつては一

台につき二千四百万円、定速装置を

設置する場合にあつては一台につき

百二十万円、発光ダイオード式集魚

灯を設置する場合にあつては一セッ

トにつき千三百万円） 

七年以内

（据置期間

一年以内を

含む。）。

ただし、農

商工等連携

促進法第十

四条又は六

次産業化法

第十一条の

規定が適用

される場合

にあつては

九年以内

（据置期間

三年以内を

含む。）、

農林漁業バ

イオ燃料法

第十条の規

定が適用さ

れる場合に

あつては九

年以内（据

置期間一年

以内を含

む。） 

 

 二 定速装置の設

置費用 

 

 三 発光ダイオー

ド式集魚灯の設

置費用 
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 (五) 新養殖技術導

入資金 

農林水産大臣が

定める基準に基づ

き農林水産大臣が

定める種類に属す

る水産動植物の養

殖の技術（以下

「養殖技術」とい

う。）又は農林水

産大臣が定める養

殖技術を導入する

場合において、当

該技術により水産

動植物の養殖を行

うのに必要な資金 

農林水産大臣が

定める種類に属す

る水産動植物の養

殖技術又は農林水

産大臣が定める養

殖技術を導入して

水産動植物の養殖

を行う場合におけ

る次に掲げる費用 

農林水産大臣が定める種類に属す

る水産動植物の養殖技術又は農林水

産大臣が定める養殖技術を導入する

場合において、当該技術により水産

動植物の養殖を行う者が個人又は会

社である場合にあつては一人又は一

社につき四百万円、会社以外の団体

である場合にあつてはその団体を構

成する個人一人につき四百万円 

四年以内

（据置期間

二年以内を

含む。）。

ただし、農

商工等連携

促進法第十

四条又は六

次産業化法

第十一条の

規定が適用

される場合

にあつては

五年以内

（据置期間

三年以内を

含む。）、

農林漁業バ

イオ燃料法

第十条の規

定が適用さ

れる場合に

あつては五

年以内（据

置期間二年

以内を含

む。） 

 

 (一) 養殖施設

の設置費用 

 

 (二) 種苗の購

入費用又は生

産費用 

   

 (三) 餌（じ）

料の購入費用 

   

 (六) 資源管理型漁

業推進資金 

農林水産大臣が

定める基準に基づ

き、水産資源の管

理に関する取決め

を締結して水産資

限を合理的かつ総

合的に利用する漁

業生産方式の導入

（当該漁業生産方

式の導入と併せ行

う水産物の合理的

な加工方式の導入

を含む。）を行う

ために必要な機器

等の購入又は設置

に必要な資金 

一 水産資源の管

理に関する取決

めに基づき、資

源管理措置（漁

具・漁法の制

限、操業時間又

は期間の制限、

禁漁区域の設

定、体長制限

等）を実施する

のに必要な改良

漁具、漁法転換

用漁具、漁ろう

機器等の購入費

用又は設置費用 

千二百万円 十年以内

（据置期間

三年以内を

含む。）。

ただし、農

商工等連携

促進法第十

四条又は六

次産業化法

第十一条の

規定が適用

される場合

にあつては

十二年以内

（据置期間

五年以内を

含む。）、

農林漁業バ

イオ燃料法

第十条の規

定が適用さ

れる場合に

あつては十

 

 二 一と併せて、

低利用・未利用

資源の開発・利

用措置と漁獲物

の付加価値の向

上措置を行う場

合における次に

掲げる費用 
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二年以内

（据置期間

三年以内を

含む。） 

   (一) 低利用・

未利用資源の

開発・利用を

行うのに必要

な漁具、漁ろ

う機器等の購

入費用又は設

置費用 

     

   (二) 漁獲物の

付加価値の向

上を行うのに

必要な活魚出

荷のための船

上活魚装置、

蓄養施設等又

は加工のため

の設備（加工

機械、選別

機、洗浄器、

包装機、冷凍

冷蔵庫等を含

む。）の設置

費用 

     

 (七) 環境対応型養

殖業推進資金 

農林水産大臣が

定める基準に基づ

き、漁場の保全に

関する取決めを締

結して養殖業の生

産工程を総合的に

改善する漁業生産

方式の導入を行う

ために必要な機器

等（資材を含

む。）の購入又は

設置に必要な資金 

漁場の保全に関

する取組に基づ

き、養殖密度を適

正化し、投餌

（じ）の内容・

量・方法を改善

し、及び薬品・漁

網防汚剤の使用を

適正化する場合に

おける次に掲げる

費用 

二千万円（漁場環境適正化管理協

定に基づく取組にあつては、千二百

万円） 

十年以内

（据置期間

三年以内を

含む。）。

ただし、農

商工等連携

促進法第十

四条又は六

次産業化法

第十一条の

規定が適用

される場合

にあつては

十二年以内

（据置期間

五年以内を

含む。）、

農林漁業バ

イオ燃料法

第十条の規

定が適用さ

れる場合に

あつては十

 

 (一) 養殖漁場

環境の悪化防

止を目的とし

て投餌（じ）

の内容・量・

方法の改善を

行うのに必要

な造粒機、自

動給餌（じ）

機、飼料倉庫

等の購入費用

又は設置費用 
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   (二) 養殖魚の

安全性の確保

を目的として

漁網防汚剤を

使用しないで

養殖を行うの

に必要な高耐

波性いけす、

金網いけす、

自動網いけす

洗浄機、付着

物駆除用生物

培養器、酸素

供給装置、水

流発生装置、

ばつ気装置等

の設置費用 

  二年以内

（据置期間

三年以内を

含む。） 

 

   (三) (一)又は

(二)に関連し

て必要な餌

（じ）料成分

分析機、水

質・底質測定

機、残留検

査・肉質検査

機器、蓄養施

設、医薬品、

飼料、水産廃

棄物高度処理

機、ワクチン

注射装置、固

形物回収装

置、水質ロガ

ー、漁場管理

ソフト等の購

入費用又は設

置費用 

     

 (八) 乗組員安全機

器等設置資金 

漁船に設置され

る転落防止用手す

りその他の漁船の

乗組員の生命又は

身体の安全を確保

するための機器等

の設置に必要な資

金 

一 転落防止用手

すりの設置費用 

百五十万円（転落防止用手すり又

は安全カバー装置を設置する場合に

あつては一件につき五十万円、揚網

機安全装置を設置する場合にあつて

は一件につき四十万円） 

五年以内

（据置期間

一年以内を

含む。） 

 

 二 安全カバー装

置の設置費用 

 

 三 揚網機安全装

置の設置費用 

   

 (九) 救命消防設備

購入資金 

漁船に備え付け

一 救命胴衣の購

入費用 

百三十万円（救命胴衣又は消火器

を購入する場合にあつては一件につ

き十万円、イーパブを購入する場合

救命胴衣

又は消火器

の購入費用

 

 二 消火器の購入  
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られる救命胴衣そ

の他の救命設備又

は消火器その他の

消防設備の購入に

必要な資金 

費用 にあつては一件につき六十万円、レ

ーダートランスポンダを購入する場

合にあつては一件につき六十五万

円、小型漁船緊急連絡装置を購入す

る場合にあつては一件につき百三十

万円） 

については

二年以内、

イーパブ、

レーダート

ランスポン

ダ又は小型

漁船緊急連

絡装置の購

入費用につ

いては五年

以内 

 三 イーパブの購

入費用 

 

 四 レーダートラ

ンスポンダの購

入費用 

 

 五 小型漁船緊急

連絡装置の購入

費用 

 

 (十) 漁船転覆防止

機器等設置資金 

漁獲物の横移動

防止装置その他の

漁船の転覆又は沈

没を防止するため

の機器等の設置に

必要な資金 

一 漁獲物の横移

動防止装置の設

置費用 

百五十万円（漁獲物の横移動防止

装置を設置する場合にあつては一件

につき三十万円、甲板上の魚そうを

廃し、これに代えて甲板下に魚そう

を設置する場合にあつては一件につ

き百万円） 

五年以内

（据置期間

一年以内を

含む。） 

 

 二 甲板下の魚そ

うの設置費用 

 

 (十一) 漁船衝突防

止機器等購入等資

金 

レーダー反射器

その他の漁船の衝

突を防止するため

の機器等の購入又

は設置に必要な資

金 

一 レーダー反射

器の購入費用又

は設置費用 

百二十万円（レーダー反射器を購

入し、又は設置する場合にあつては

一件につき四十万円、無線電話を設

置する場合にあつては一件につき四

十万円） 

五年以内  

 二 無線電話の設

置費用 

   

 (十二) 漁具損壊防

止機器等購入資金 

漁具の標識その

他の敷設された漁

具の船舶による損

壊を防止するため

の機器等の購入に

必要な資金 

漁具の標識（灯

火付きブイ及びレ

ーダー反射器付き

ブイ）の購入費用 

漁具の標識（灯火付きブイ又はレ

ーダー反射器付きブイ）を購入する

場合において個人にあつては一人に

つき七十万円、会社以外の団体又は

会社にあつては一につき百三十万円 

五年以内  

 (十三) 特認資金 

知事が沿岸漁業

の経営又は操業状

態の改善を促進す

るために普及を図

る必要があると認

められる近代的な

漁業技術の導入に

必要なものとして

農林水産大臣と協

議して指定する資

金 

農林水産大臣と

協議して指定する

設備等の設置費用 

農林水産大臣に協議して指定する

額 

五年以内

（据置期間

一年以内を

含む。） 

 

 二 生活改善資金 一 し尿浄化装置 し尿浄化装置又は改良便そうを設 三年以内  
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 (一) 生活合理化設

備資金 

生活の合理化に

資する設備又は装

置の設置に必要な

資材の購入に必要

な資金 

又は改良便そう

の設置に必要な

資材の購入費用 

置するのに必要な資材を購入する場

合にあつては、三十万円 

二 自家用給排水

施設（動力ポン

プを除く。）の

設置に必要な資

材の購入費用 

自家用給排水施設（動力ポンプを

除く。）を設置するのに必要な資材

を購入する場合にあつては、十万円 

二年以内  

   三 太陽熱利用温

水装置の設置に

必要な資材の購

入費用 

太陽熱利用温水装置を設置するの

に必要な資材を購入する場合にあつ

ては、十万円 

二年以内  

 (二) 住居利用方式

改善資金 

家族関係の近代

化又は家事労働の

合理化を図るため

に行う居室の独

立、台所の改善そ

の他住居の利用方

式の改善に必要な

資金 

一 居室（居間、

寝室、子供室、

老人室等）の改

造費用 

百五十万円（居室（居間、寝室、

子供室、老人室等）、炊事施設（炊

事場、食事室等）、衛生施設（浴

室、便所、洗面所等）又は家事室等

（家事室、更衣室、土間等）の既存

の家屋内部の改造を行う場合） 

七年以内  

 二 炊事施設（炊

事場、食事室

等）の改造費用 

   

 三 衛生施設（浴

室、便所、洗面

所等）の改造費

用 

   

 四 家事室等（家

事室、更衣室、

土間等）の改造

費用 

     

 (三) 婦人・高齢者

活動資金 

婦人又は高齢者

であつて、沿岸漁

業の従事者又はそ

の家族であるもの

の活動の場の確保

を通じて家族関係

の円滑化を図るた

めこれらの者が共

同して行う水産動

植物の採捕若しく

は養殖若しくは加

工その他の生産活

動に必要な機器等

の設置又は当該機

器等を使用して行

う当該生産活動に

必要な資金 

一 機器等（漁船

用機器、漁具、

養殖施設、加工

用機器等）の設

置費用 

沿岸漁業の従事者の組織する一団

体につき八十万円 

三年以内  

 二 機器等を使用

して行う生産活

動に要する費用

（種苗費、餌

（じ）料費、加

工用原材料費、

資材費等） 

     

 三 青年漁業者等養成

確保資金 

       

 (一) 研修教育資金 農林水産大臣が 国内研修を受ける場合にあつて 五年以内  
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青年漁業者、漁

業労働に従事する

者その他の漁業を

担うべき者が近代

的な沿岸漁業の経

営方法又は技術を

実地に習得するた

めの研修で農林水

産大臣が定める基

準に適合するもの

を受けるのに必要

な資金 

定める基準に適合

する研修を受ける

のに必要な費用

（旅費、教材費、

授業料視察費等） 

は、一人につき百八十万円。ただ

し、月額十五万円を限度とし、貸付

の対象となる研修期間は十二月を最

長とする。 

（据置期間

一年以内を

含む。） 

 国外研修を受ける場合にあつて

は、一人につき百万円 

五年以内

（据置期間

一年以内を

含む。） 

 

 (二) 高度経営技術

習得資金 

青年漁業者が行

う近代的な沿岸漁

業の経営方法又は

技術の習得で、農

林水産大臣が定め

る基準に適合する

ものに必要な資金 

経営方法又は技

術の習得で農林水

産大臣が定める基

準に適合するもの

に必要な費用（パ

ーソナル・コンピ

ュータ及び関連機

器、ソフトウエ

ア、ファクシミリ

並びに制御装置

（制御用コンピュ

ータ、各種センサ

ー類）及び関連機

器（制御装置と直

接連動する部分に

限定する。）の購

入費用等 

青年漁業者一人又は青年漁業者が

組織する団体一につき百五十万円 

五年以内  

 (三) 漁業経営開始

資金 

農林水産大臣が

定める基準に基づ

き青年漁業者又は

その組織する団体

が近代的な沿岸漁

業の経営を自ら行

う場合に当該経営

を開始するのに必

要な資金 

農林水産大臣が

定める基準に基づ

き沿岸漁業の経営

を開始するのに必

要な費用 

（漁船の建造費

用、取得費用又は

改造費用、機器又

は施設の設置費

用、漁具、種苗又

は餌（じ）料の購

入費用等。ただ

し、農林水産大臣

が定める費用は除

く。） 

青年漁業者一人又は青年漁業者が

組織する一団体につき二千万円（た

だし、漁業経営改善のための意欲的

な取組を行おうとする者として水産

庁長官が定める者にあつては五千万

円、一の区分された沿岸漁業部門の

経営の開始にあつては八百万円） 

十年以内

（据置期間

三年以内を

含む。）。

ただし、農

林漁業バイ

オ燃料法第

十条の規定

が適用され

る場合にあ

つては、十

二年以内

（据置期間

三年以内を

含む。） 

 

一部改正〔昭和五五年規則五六号・五九年一〇号・六〇年一号・六一年一号・六二年四

号・七三号・六三年八三号・平成二年一号・五二号・三年六二号・四年九八号・五年六

号・八五号・七年八号・八年二〇号・五七号・一一年二一号・一二年一五二号・一三年一

二号・一五年四〇号・一八年九五号・二一年三五号・二二年二九号・二三年一一六号・二

四年四八号・二五年六四号〕 
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別表第二（第六条第一項） 

一 経営等改善資金の種類ごとの借受資格者 

  

 資金の種類 借受資格者  

 一 操船作業省力化機器等設置資金 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産

組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を

営む協業体（漁業生産組合及び漁業協同組合を除

く。以下同じ。）若しくは沿岸漁業を営む会社

（常時使用する従業者の数が二十人以下であるも

のに限る。以下同じ。）、特定認定中小企業者又

は促進事業者 

 

 二 漁ろう作業省力化機器等設置資金  

 三 補機関等駆動機器等設置資金  

 四 燃料油消費節減機器等設置資金  

 五 新養殖技術導入資金  

 六 資源管理型漁業推進資金 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産

組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合若しくは沿岸

漁業を営む者を構成員とする漁業協同組合、沿岸

漁業を営む協業体若しくは沿岸漁業を営む者を構

成員とする協業体若しくは沿岸漁業を営む会社、

特定認定中小企業者又は促進事業者 

 

 七 環境対応型養殖業推進資金  

 八 乗組員安全機器等設置資金 沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産

組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を

営む協業体又は沿岸漁業を営む会社 

 

 九 救命消防設備購入資金  

 十 漁船転覆防止機器等設置資金  

 十一 漁船衝突防止機器等購入等資金  

 十二 漁具損壊防止機器等購入資金    

 十三 特認資金    

二 生活改善資金の種類ごとの借受資格者 

  

 資金の種類 借受資格者  

 一 生活合理化設備資金 沿岸漁業の従事者  

 二 住居利用方式改善資金 沿岸漁業の従事者  

 三 婦人・高齢者活動資金 沿岸漁業の従事者の組織する団体（婦人又は六

十歳以上の高齢者であつて、現に沿岸漁業に従事

しているものが、その構成員の過半数を占めてい

る団体に限る。） 

 

三 青年漁業者等養成確保資金の種類ごとの借受資格者 

  

 資金の種類 借受資格者  

 一 研修教育資金 青年漁業者（おおむね十五歳以上四十才未満の

者に限る。以下同じ。）、沿岸漁業労働従事者

（おおむね十五歳以上五十才未満の者に限る。）

その他の漁業を担うべき者又は沿岸漁業労働従事

者を使用して沿岸漁業の経営を行う者 

 

 二 高度経営技術習得資金 青年漁業者又は青年漁業者の組織する団体  

 三 漁業経営開始資金 青年漁業者又は青年漁業者の組織する団体  

一部改正〔昭和五五年規則五六号・五九年一〇号・平成五年六号・八五号・二一年三五

号・二三年一一六号〕 



 

 

沿岸漁業改善資金貸付申請書                

 千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則第８条の規定により、次のとおり沿岸漁業改善資金

（    資金）を貸し付け願いたく申請します。 

        年  月  日 

   千葉県知事  様 

住所（主たる事務所の所在地）            

氏名（名称及び代表者の氏名）            

漁 業 協 同 組 合  年  月  日 番号 

 

資 金 種 類 
償還
期間 

据 置 
期 間 

資金交付
希 望 月 

借り受けようとする事業費及び
申請額 

事 業 量 事 業 費 申 請 額 

  年 年 月  千円 千円 

 

連
帯
債
務
者 

住           所 氏      名 申請者との関係 

   

 

連
帯
保
証
人 

住           所 氏      名 申請者との関係 

   

   

 



 

 

 

償     還     計     画 
事務委託 

 
機 関 

１年目 ２年
目  

３年
目  

４年
目  

５年
目  

６年
目  

７年
目  

８年
目  

９年
目  

10年
目  

11年
目  

12年
目  

月
日 

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

償還
額  

 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

 

申 請 者 の 概 要              

申請者の氏名又は名称  

事 業 開 始 の 時 期  

事 業 の 概 要  

資本金の額又は出資の総額  

常時使用する従業者数  

 注 

  １ 金額の数値で千円とあるものについては、千円未満の端数は、切り捨てるものと

する（以下同じ。）。 

  ２ 申請書には、誓約書（千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則第６条第３項各号のいず

れにも該当しない旨を誓約したもの）及び役員等名簿を添付すること。 



 

 

その一 

事業計画書(
経営等改善資金のうち新養殖技術導入資
金、資源管理型漁業推進資金、環境対応
型養殖業推進資金以外の資金用 ) 

１ 総括表 

申 請 者 
購 入 設 置 す る 機 器 等 

購 入 設 置 費 
種 類 名 称 台（セット）数 単 価 

   

円 千円 

注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、申請者欄に当該沿岸漁業従事者等の氏名又は名

称を括弧書きで記載すること。 

２ 設置計画 

 (１) 資金の種類及び機器等の概要 

資金の種類及び機
器等の種類・名称 

メーカー名称
及び型式名称 

施 工者 名称 機器等の内容 
購入又は設置の
予 定 時 期 

     

 (２) 機器等を装備する漁船 

登 録 番 号  船 名  総トン数  

所有者氏名  進水年月日  

漁 業 種 類  

注 

１ 記入に当たつては、次の事項に注意すること。 

(１) 資金の種類及び機器等の種類・名称…「操船作業省力化機器等設置資金」等

の資金の種類並びに「遠隔操縦装置」、「レーダー」等の機器等の種類及び名称を

記入すること。 

(２) メーカー名称及び型式名称…機器等の種類及び名称ごとに、メーカー名及び

型式番号、品名等を記入すること。 

(３) 施工者名称…機器等の取付け、装備等を行う施工者の名称を記入すること。 



 

 

(４) 機器等の内容…機器等の性能及び出力、制御する施設の出力又は工事の内容

及び範囲等を次の例により記入すること。 

（例）自動操だ装置 磁気コンパスパイロット式操だ機 電動  ｋＷ 

遠隔操縦装置 推進機関  ｋＷ用 

動力式つり機 

ラインホーラー  漁業用 電動  ｋＷ 

ネットホーラー  巻揚速度  ｍ／分 

漁獲物等処理装置 漁獲物等の水揚作業又は水揚げ後の漁獲物等の処理作

業の省力化の内容 

補機関  用  ｋＷ（動力取出装置のみの場合にあつては、取出出力を

  ｋＷと記入すること。） 

漁船用環境高度対応機関  ｋＷ 

定速装置         用 

安全カバー装置 揚網機駆動軸カバー  製 

揚
びよう

錨機カバー  製 

揚網機安全装置 船
びき

曳網用、底
びき

曳網用、    用 

漁獲物の横移動防止装置 魚そう 長さ  ｍ×幅  ｍ×深さ  ｍを

  個に仕切る。 

荷止め板  製 長さ  ｍ×幅  ｍ×厚さ

  ㎝×  枚 

隔壁 製 厚さ  ㎝×  枚設置 

（防熱  材厚さ  ㎝） 

魚
だ

溜め  製 長さ  ｍ×幅  ｍ× 

深さ  ｍ 

レーダー反射器     多板組立式有効反射面積 ㎡（つり下式） 

無線電話   Ｈｚ   Ｗ 

灯火付きブイ 白色   Ｗ 

レーダー反射器付きブイ 多板組立式有効反射面積  ㎡ 

２ 次の資料を添付すること。 



 

 

(１) 機器等について、基準の示してあるものについては、基準を満たしているこ

とが分かるカタログ、取扱書若しくは設計図又はこれらのコピー 

(２) 操船作業省力化機器等設置資金、漁ろう作業省力化機器等設置資金、補機関

等駆動機器等設置資金及び燃料油消費節減機器等設置資金にあつては、収支計画

及び償還計画（特定認定中小企業者又は促進事業者以外の者が申請者である場合

に限る。） 

３ 資金計画 

資   金   調   達   方   法 

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 自 己 資 金 そ の 他 

千円 千円 千円 

   



 

 

 その二 

事業計画書（新養殖技術導入資金用） 

 １ 総括表 

申 請 者  購入設置費 
○Ａ＋○Ｂ＋○Ｃ＋○Ｄ千円 

養殖水産動植物
の種類 

 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳 

養殖施設の
内 容 

施 設 名 
(メーカー名) 

数量 単価 金 額 購入又は設置時期 

  
円 千円

○Ａ
年 月 日～ 年 月 日 

種苗の購入 

種  苗  の
大 き さ 

数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

㎝ 
 

円 千円

○Ｂ
年 月 日  

種苗の生産 

費 費 費 費 費 合 計 生産数量 生 産 時 期 

千円 千円 千円 千円 千円 千円

○Ｃ
 

年 月 
～ 

年 月 

じ

餌料の購入 

じ

餌料の購入 数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

 
㎏ 円 千円

○Ｄ
年 月 日  

そ の 他 
      

      

養殖技術の内容  

経営の概況 

現

在 

 

今

後 

 

 注 

  １ 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿

岸漁業従事者等があるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等の氏名又は名称を申

請書欄に括弧書きで記載すること。 



 

 

  ２ 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿

岸漁業従事者等があるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等が取り組む内容を記

載すること。 

  ３ 養殖技術の内容は、新品種養殖技術、沈下式（浮沈式）養殖技術、淡水魚の海水 

   
じゆん

馴致養殖技術、移動式小割り式養殖技術その他の養殖技術のいずれかを記入する 

   こと。 

  ４ 経営の概況は、基幹的な漁業種類、使用漁船の総トン数別の隻数、養殖水産動植

物の種類、養殖方法別の施設数、経営面積、養殖尾数、養殖期間、年間生産量、生

産金額、漁業所得等を記入すること。 

 ２ 資金計画 

資   金   調   達   方   法 

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 自 己 資 金 そ の 他 

千円 千円 千円 

 注 収支計画及び償還計画を添付すること（申請者が特定認定中小企業者又は促進事業

者である場合を除く。）。 



 

 

 その三 
事業計画書（資源管理型漁業推進資金用） 

 １ 総括表 

申 請 者 
購 入 設 置 す る 機 器 等 

購 入 設 置 費 
種 類 名 称 台 数 単 価 

   

円 千円 

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸
漁業従事者等があるときにあつては、申請者欄に当該沿岸漁業従事者等の氏名又は名
称を括弧書きで記載すること。 

 ２ 実施計画 
  (１) 資源管理措置 
   ア 資源管理の内容 

資 源 管 理 対 象 漁 場  

管 理 対 象 水 産 資 源  

管 理 対 象 漁 業 種 類  

資 源 管 理 の 実 施 者  

水 産 資 源 の 管 理 の 方 法  

取 決 め の 有 効 期 間  

取決めに違反した場合の措置  

そ の 他  

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等が取り組む内容を記載す

ること。 

   イ 資源管理措置に必要な機器等 

種 類 名 称 

購入又は設置予

定、保有済み、

共同利用の別 

左のうち購入又は設置予定のもの 

メーカー名称 
及び施工者名称 

機 器 等 
の 内 容 

購入又は設置
予 定 時 期 

      

   ウ 機器等を装備する漁船 

登 録 番 号  船 名  総トン数  

所有者氏名  進水年月日  

 



 

 

  (２) 低利用・未利用資源の開発・利用 

   ア 低利用・未利用資源の開発・利用の内容 

低利用・未利用魚種  漁獲時期 月～  月 

開発・利用の方法  

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等が取り組む内容を記載す

ること。 

   イ 低利用・未利用資源の開発・利用に必要な機器等 

種 類 名 称 

購入又は設置予

定、保有済み、

共同利用の別 

左のうち購入又は設置予定のもの 

メーカー名称 
及び施工者名称 

機 器 等 
の 内 容 

購入又は設置
予 定 時 期 

      

   ウ 機器等を装備する漁船 

登 録 番 号  船 名  総トン数  

所有者氏名  進水年月日  

  (３) 付加価値向上措置 

   ア 活魚出荷を行う場合 

    (ア) 活魚出荷の内容 

対 象 魚 種  活魚出荷量 年間   ｔ 

活魚出荷の方法  

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、当該特定認定中小企業者又は当該促進事業者及

び当該沿岸漁業従事者等がそれぞれ取り組む内容を記載すること。 



 

 

    (イ) 活魚出荷に必要な機器等 

種 類 名 称 

購入又は設置予

定、保有済み、

共同利用の別 

左のうち購入又は設置予定のもの 

メーカー名称 
及び施工者名称 

機 器 等 
の 内 容 

購入又は設置
予 定 時 期 

      

    (ウ) 機器等を装備する漁船 

登 録 番 号  船 名  総トン数  

所有者氏名  進水年月日  

   イ 加工を行う場合 

    (ア) 加工の内容 

対 象 魚 種  加工量（原料魚） 年間   ｔ 

加 工 の 方 法  

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、当該特定認定中小企業者又は当該促進事業者及

び当該沿岸漁業従事者等がそれぞれ取り組む内容を記載すること。 

    (イ) 加工に必要な機器等 

種 類 名 称 

購 入 又 は     

設置予定、

保有済み、

共同利用の

別 

左のうち購入又は設置予定のもの 

メーカー
名称及び
施工者名
称 

機器等の 
 
 

内 容 

購入又は設置予定時期 

      

 



 

 

 ３ 資金計画 

資   金   調   達   方   法 

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 自 己 資 金 そ の 他 

千円 千円 千円 

 注 資源管理に関する取決めの写し並びに収支計画及び償還計画を添付すること（申請

者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合を除く。）。 



 

 

 その四 

事業計画書（環境対応型養殖業推進資金用） 

 １ 総括表 

申 請 者 
購 入 設 置 す る 機 器 等 

購 入 設 置 費 
種 類 名 称 台 数 単 価 

   

円 千円 

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、申請者欄に当該沿岸漁業従事者等の氏名又は名

称を括弧書きで記載すること。 

 ２ 実施計画 

  (１) 養殖漁場環境適正化管理の内容 

環 境 適 正 化 管 理 対 象 漁 場  

管 理 対 象 養 殖 魚 種  

環 境 適 正 化 管 理 の 実 施 者  

環 境 適 正 化 管 理 の 方 法  

管 理 協 定 の 有 効 期 間  

管理協定に違反した場合の措置  

そ の 他  

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等が取り組む内容を記載す

ること。 

  (２) 養殖漁場環境の悪化防止措置 

   ア 投
じ

餌の内容・量・方法の改善の内容 

現在の投
じ

餌状況  

改善後の投
じ

餌状況  

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等が取り組む内容を記載す

ること。 



 

 

   イ 投
じ

餌の内容・量・方法の改善に必要な機器等 

種 類 名 称 

購 入 又 は     
設置予定、
保有済み、
共同利用の
別 

左のうち購入又は設置予定のもの 

メ ー カ ー     
名 称 及 び     
施工者名称 

機 器 等 の      
 

内 容 

購入又は
設置予定
時 期 

      

  (３) 養殖魚の安全性の確保措置 

   ア 薬品・漁網防汚剤の使用適正化の内容 

現在の使用状況  

改善後の使用状況  

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等が取り組む内容を記載す

ること。 

   イ 薬品・漁網防汚剤の使用適正化に必要な機器等 

種 類 名 称 

購 入 又 は     
設置予定、
保有済み、
共同利用の
別 

左のうち購入又は設置予定のもの 

メ ー カ ー     
名 称 及 び     
施工者名称 

機 器 等 の     
内 容 

購入又は
設置予定
時 期 

      

 注 申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合に当該事業計画に係る沿岸

漁業従事者等があるときにあつては、当該沿岸漁業従事者等が取り組む内容を記載す

ること。 



 

 

(４) (２)及び(３)に関連して必要な機器等 

種 類 名 称 

購入又は設置

予定、保有済

み、共同利用

の別 

左のうち購入又は設置予定のもの 

メ ー カ ー 

名 称 及 び 

施工者名称 

機 器 等 の 

 

内 容 

購入又は

設置予定

時 期 

      

３ 資金計画 

資   金   調   達   方   法 

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 自 己 資 金 そ の 他 

千円 千円 千円 

   

注 認定漁場改善計画又は漁場環境適正化管理協定の写し並びに収支計画及び償還計画

を添付すること（申請者が特定認定中小企業者又は促進事業者である場合を除く。）。 



 

 

 その五 

事業計画書(生活合理化設備資金及び
住居利用方式改善資金用) 

 １ 総括表 

申 請 者  世帯主との続柄  

家 族 員 
構成 
（うち沿岸漁業の従事者      人） 

経営の概況 

 注 

  １ 家族員の構成は、「父、母、本人、本人の妻又は夫、子何人、弟何人」というよ

うに記入すること。 

  ２ 経営の概況は、基幹的な漁業種類、漁船漁業にあつては使用漁船の総トン数別の

隻数、定置網の統数、養殖業にあつては養殖種類ごとの養殖方法別の施設数、経営

面積、養殖尾数、年間生産量、生産金額、当該世帯の漁業所得、その総所得に対す

る割合等を簡潔に記入すること。 

 ２ 事業計画 

事 業 の 種 類 及 び 種 目 改善を必要とする理由 

生活合理化設備資金 住居利用方式改善資金 
施工予定 

着  工    年  月  日 

しゆん工    年  月  日 

工事内容 資材購入費        千円 

工 事 費        千円 

合   計        千円 

 注 

  １ 事業の種類及び種目は、千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則で定めるもののうち、

本資金の貸付けを受けようとするもの（例えばし尿浄化槽等）を記入すること。 

  ２ 住居利用方法改善資金は、改善箇所の名称（例えば居室、炊事施設等）を具体的

に記入し、改善箇所が２以上ある場合は、その主要なものに◎を付けること。 

  ３ 工事内容は、面積、構造、仕上げの種類、数量等を記入すること。 



 

 

 ３ 資金計画 

総 事 業 費 
資  金  調  達  方  法 

沿岸漁業改善資金 自 己 資 金 そ の 他 

千円 千円 千円 千円 

４ 意見（水産業普及指導員又は、水産分野での男女共同参画及び漁村生活等の指導を

行う職員の意見） 

 

 



 

 

 その六 

事業計画書（婦人・高齢者活動資金用） 

 １ 総括表 

申 請 主 体 の 名 称 代 表 者 の 氏 名 
参 加 人 員 

総 計 男 女 

  
人 人 人 

申請主体の概況 

 注 構成員の年齢構成については、申請主体の概況の欄に記入すること。 

 ２ 事業計画 

貸付対象活動の態様及び内容 
事 業 実 施 に 必 要 な 経 費 

機器、設備、材料等 員数 単 価 金 額 

活動の態様 

  

円 千円 

活動の内容及び方法 

計    

 注 活動の態様の欄には、例えば「まだい養殖」、「うに加工」というように記入するこ

と。 

 ３ 資金計画 

総 事 業 費 
資  金  調  達  方  法 

沿岸漁業改善資金 自 己 資 金 そ の 他 

千円 千円 千円 千円 

４ 意見（水産業普及指導員又は、水産分野での男女共同参画及び漁村生活等の指導を

行う職員の意見） 

 

 注 貸付対象活動の態様及び内容について水産業普及指導員又は、水産分野での男女共

同参画及び漁村生活等の指導を行う職員が記入すること。 



 

 

 その七 

事 業 計 画 書       （研修教育資金用） 

 １ 総括表 

申 請 者  
自ら研修を受ける

者又は使用者の別 
 

研修を受ける機関名

又は漁家名（国外研

修にあつては、派遣

機関名） 

 

上記の所在地(住所) 

(国外研修にあつて

は､研修を受ける国) 

 

研 修 の 名 称 

（研修コース名） 

 

教育・試験研究機関等研修    海外研修 

漁家研修     資格取得講習 

        （研修コース名           ） 

研 修 期 間 年  月  日～   年  月  日（  日間） 

 ２ 従業者の技能改善、資格取得計画（使用者） 

 
現 況 過去３

年実績 

将   来   計   画 

（年月日） 年度 年度 年度 計 

従 業 者 数 人      

研修機関（   部門） 

研 修 人 員 

研修機関（   部門） 

研 修 人 員 

研 修 人 員 計 

      

 注 将来計画は、３年間について記載すること。 



 

 

 その八 

事業計画書（高度経営技術習得資金用） 

 １ 総括表 

申 請 者 
購 入 設 置 す る 機 器 等 

購 入 費 
種 類 名 称 台 数 単 価 

   
円 千円 

 ２ 導入する機器の利用計画 

導入する機器の利用計画  

 ３ 資金計画 

資   金   調   達   方   法 

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 自 己 資 金 そ の 他 

千円 千円 千円 

 



 

 

 その九 

事業計画書(漁業経営開始資金のうち部門
経営開始資金を除く資金用 ) 

 （漁船漁業を開始する場合） 

 １ 総括表 

申 請 者  購入設置費 
千円 

開始する漁業の
種 類 

 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳 

漁 船 の 建
造、取得又
は改造 

建造、取得又は
改造の別 

トン数
馬力数 

金 額 
建造、取得又は改造
の 時 期 

 

ｔ

kW

千円

年 月 日～ 年 月 日 

漁具の購入 

漁 具 の 名 称 
(メーカー名) 

数量 単価 金 額 購 入 又 は 設 置 時 期 

 

 

円 千円

年 月 日～ 年 月 日 

機械等(漁
具を除く｡)
の購入 

機械等の名称 数量 単価 金 額 購 入 又 は 設 置 時 期 

 

 

円 千円

年 月 日～ 年 月 日 

じ

 料の購入 

じ

  料 の 種 類 数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

 

円 千円

年 月 日  

そ の 他  

 ２ 漁業開始計画 

  (１) 漁業経営開始の動機 



 

 

  (２) 家族構成と労働力 

氏 名 続 柄 年齢 住 所 

漁業従

事日数 

(予定) 

漁業従

事内容 

(予定) 

備 考 

（漁業関係経歴：学校、

研修、雇われ漁業等） 

 申請者      

 配偶者      

       

  (３) 経営計画（年間） 

漁 業 種 類 対 象 魚 種 期 間 
使用漁船

ト ン 数 
漁獲量 販売金額 

左の経営内容
に達するまで
の年次計画 

合 計 
      

 注 各項目は漁業種類、対象魚種ごとに記入すること。 

  (４) 資金計画                      （単位：千円） 

年 次 
事 業 内 容 資 金 調 達 方 法 

機 器 等 の 種 類 金 額 沿岸漁業改善資金 自 己 資 金 そ の 他 

１年目      

２年目      

３年目      

合 計      

 注 

  １ ２年目以降は、年次計画で機器等を整備する場合に記入すること。 

  ２ 収支計画及び償還計画を添付すること。 

  ３ 経営の基本方針（将来構想を含む。） 

 注 本資金により漁業経営の基礎を形成し、一定の所得が得られるようになつた後、ど

のように漁業経営を発展させていくかについて、できる限り具体的に記入すること。 



 

 

 その十 

事業計画書(漁業経営開始資金のうち部門
経営開始資金を除く資金用 ) 

  （養殖業を開始する場合） 

 １ 総括表 

申 請 者  購入設置費 
千円 

養殖水産動植物
の種類 

 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳 

漁 船 の 建
造、取得又
は改造 

建造、取得又は
改造の別 

トン数
馬力数 

金 額 
建造、取得又は改造
の時期 

 

ｔ

kW

千円

年 月 日～ 年 月 日 

養殖施設の
内容 

施 設 名 
(メーカー名) 

数量 単価 金 額 購 入 又 は 設 置 時 期 

 

 

円 千円

年 月 日～ 年 月 日 

種苗の購入 

種苗の大きさ 数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

㎝ 

 

円 千円

年 月 日  

じ

 料の購入 

じ

  料 の 種 類 数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

 

㎏ 円 千円

年 月 日  

そ の 他  

 ２ 漁業経営開始計画 

  (１) 漁業経営開始の動機 



 

 

  (２) 家族構成と労働力 

氏 名 続 柄 年齢 住 所 

漁業従

事日数 

(予定) 

漁業従

事内容 

(予定) 

備 考 

（漁業関係経歴：学校、

研修、雇われ漁業等） 

 申請者      

 配偶者      

       

  (３) 経営計画（年間） 

養 殖 魚 種 養 殖 方 法 期 間 養殖規模 生産量 販売金額 
左の経営内容
に達するまで
の年次計画 

合 計 

      

 注 各項目は養殖魚種ごとに記入すること。 

  (４) 資金計画                      （単位：千円） 

年 次 
事 業 内 容 資 金 調 達 方 法 

機 器 等 の 種 類 金 額 沿岸漁業改善資金 自 己 資 金 そ の 他 

１年目      

２年目      

３年目      

合 計      

 注 

  １ ２年目以降は、年次計画で機器等を整備する場合に記入すること。 

  ２ 収支計画及び償還計画を添付すること。 

  ３ 経営の基本方針（将来構想を含む。） 

 注 本資金により漁業経営の基礎を形成し、一定の所得が得られるようになつた後、ど

のように漁業経営を発展させていくかについて、できる限り具体的に記入すること。 



 

 

 その十一 

事業計画書(漁業経営開始資金のうち
部門経営開始資金用 ) 

  （漁船漁業を開始する場合） 

 １ 総括表 

申 請 者  購入設置費 
千円 

開始する漁業の
種類 

 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳 

漁船の改造 

ト ン 数 
馬 力 数 

金 額 改 造 の 時 期 

ｔ

kW

千円

年 月 日～ 年 月 日 

漁具の購入 

漁 具 の 名 称 
(メーカー名) 

数量 単価 金 額 購 入 又 は 設 置 時 期 

 
 

円 千円
年 月 日～ 年 月 日 

機械等(漁
具を除く｡)
の購入 

機械等の名称 数量 単価 金 額 購 入 又 は 設 置 時 期 

 
 

円 千円
年 月 日～ 年 月 日 

じ

 料の購入 

じ

  料 の 種 類 数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

 
円 千円

年 月 日  

燃料の購入 

燃 料 の 種 類 数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

  
円 千円

年 月 日  

そ の 他  

 ２ 自家経営の概要 

貸付申請者の年齢 歳 経営主との続柄  

経 営 主 の 氏 名  年 齢 歳 

経 営 主 の 住 所  

 



 

 

 

経
営
主
の
経
営
概
況 

経 営 規 模 及 び 販 売 金 額 

所      得 
漁業種類 

使用漁船
ト ン 数 

漁 獲 量 販売金額 

   

千円 
漁 業 所 得 

漁業外所得 

千円 

計    計  

 ３ 漁業経営開始計画 

  (１) 開始しようとする部門経営の計画の概要と将来の構想 

  (２) 部門経営の計画内容（年間） 

漁 業 種 類 対 象 魚 種 期 間 使用漁船トン数 漁 獲 量 販 売 金 額 

合 計 

     

 注 各項目は、漁業種類、対象魚種ごとに記入すること。 

  (３) 資金計画                      （単位：千円） 

年 次 
事 業 内 容 資 金 調 達 方 法 

機 器 等 の 種 類 金 額 沿岸漁業改善資金 自 己 資 金 そ の 他 

１年目      

２年目      

３年目      

合 計      

 注 ２年目以降は、年次計画で機器等を整備する場合に記入すること。 



 

 

 その十二 

事業計画書(漁業経営開始資金のうち
部門経営開始資金用 ) 

  （養殖業を開始する場合） 

 １ 総括表 

申 請 者  購入設置費 
千円 

養殖水産動植物
の種類 

 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訳 

漁船の改造 

ト ン 数 
馬 力 数 

金 額 改 造 の 時 期 

ｔ

kW

千円

年 月 日～ 年 月 日 

養殖施設の
内容 

施 設 名 
(メーカー名) 

数量 単価 金 額 購 入 又 は 設 置 時 期 

 

 

円 千円

年 月 日～ 年 月 日 

種苗の購入 

種苗の大きさ 数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

㎝ 

 

円 千円

年 月 日  

 

じ

 料の購入 

じ

  料 の 種 類 数量 単価 金 額 購 入 時 期 購 入 先 

 

㎏ 円 千円

年 月 日  

そ の 他  

 ２ 自家経営の概要 

貸付申請者の年齢 歳 経営主との続柄  

経 営 主 の 氏 名  年 齢 歳 

経 営 主 の 住 所  



 

 

経
営
主
の
経
営
概
況 

養 殖 規 模 及 び 販 売 金 額 
所      得 

養殖魚種 養殖方法 養殖規模 生産量 販売金額 

   

 千円 
漁 業 所 得 

漁業外所得 

千円 

計     計  

 ３ 漁業経営開始計画 

  (１) 開始しようとする部門経営の計画の概要と将来の構想 

  (２) 部門経営の計画内容（年間） 

養 殖 魚 種 養 殖 方 法 期 間 養 殖 規 模 生 産 量 販 売 金 額 

合 計 

     

 注 各項目は養殖魚種ごとに記入すること。 

  (３) 資金計画                      （単位：千円） 

年 次 
事 業 内 容 資 金 調 達 方 法 

機 器 等 の 種 類 金 額 沿岸漁業改善資金 自 己 資 金 そ の 他 

１年目      

２年目      

３年目      

合 計      

 注 ２年目以降は、年次計画で機器等を整備する場合に記入すること。 



 

 

沿岸漁業改善資金貸付決定通知書 

     年  月  日付けで申請のあつた沿岸漁業改善資金（    資金）の貸

付けについては、下記のとおり決定する。 

年  月  日   

          様 

千葉県知事        □印    

記 

漁 業 協 同 
組 合 

 
事 務 委 託 
機 関 

 

 
資 金 種 類 貸付決定番号 貸 付 金 額 

   
千円 

償    還    期    限 年  月  日 

償 
 
 
 

還 
 
 
 

方 
 
 
 

法 

償    還    期    日 金 額 摘 要 

第 １ 回 

第 ２ 回 

第 ３ 回 

第 ４ 回 

第 ５ 回 

第 ６ 回 

第 ７ 回 

第 ８ 回 

第 ９ 回 

第 10 回 

第 11 回 

第 12 回 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

年   月   日 

千円 

 

計   

連帯保証人                     ほか  人 

担保物件 

 

借用証書提出期限 年  月  日 資金交付日 年  月  日 

 



 

 

沿岸漁業改善資金貸付決定連絡書 

年  月  日   

          様 

千葉県知事            

     年  月  日付け 第   号で申請のあつた沿岸漁業改善資金の貸付け

について、別添のとおり貸付決定したので通知します。 



 

 

収入印紙 

 
添 付 欄 

 受 理 年  月  日 

 受 理 年  月  日 

 受 理 年  月  日 

  
貸付決定 

番 号 第     号 

  年月日 年  月  日 

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 借 用 証 書                      

資 金 種 類  

借受者の氏名又は
名 称 

 住 所 
郡     町 
市     村 

大字     番     号 

借 入 金 額 

償
還
期
日
及
び
償
還
額 

第１回            年    月    日               千円 
第２回            年    月    日               千円 
第３回            年    月    日               千円 
第４回            年    月    日               千円 
第５回            年    月    日               千円 
第６回            年    月    日               千円 
第７回            年    月    日               千円 
第８回            年    月    日               千円 
第９回            年    月    日               千円 
第10回            年    月    日               千円 
第11回            年    月    日               千円 
第12回            年    月    日               千円 

千円 

償 還 期 限 

年  月  日 

 本日上記のとおり沿岸漁業改善資金を借用致しました。ついては、千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則及び裏面特約条項承知のう

え、借入金の償還は償還期日に相違なく実行することを確約致します。 

年  月  日   

   千葉県知事     様 



 

 

住 所（主たる事務所の所在地）            

氏 名（名称及び代表者の氏名）        ○印    

 上記資金の借受けにつき、下名は、千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則及び裏面特約条項承知のうえ、借受者と連帯して債務の責

に任じます。 

氏 名 印 住           所  氏 名 印 住           所 

  
郡  町 
市  村 

大字    番地    
郡  町 
市  村 

大字    番地 

       

       

       

 注 資金種類欄には、経営等改善資金、生活改善資金又は青年漁業者等養成確保資金の別及びそれぞれの資金について千葉県沿岸

漁業改善資金貸付規則別表第１に掲げる種類を記載すること。



 

 

沿岸漁業改善資金借用証書特約条項 

  （期限前償還） 

 第１条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者（以下「乙」という。）は、千葉県知事

（以下「甲」という。）が次の各号の１に該当すると認め、期限前償還の請求をした

場合には、償還期限（分割支払の場合の各支払期日を含む。以下同じ。）にかかわら

ず、直ちに債務の全部又は一部を弁済する。 

  (１) 乙がこの借入金をこの証書に記載した借入金の使途以外に使用し、又は事業実

施期間経過後長期にわたり使用しないとき。 

  (２) 乙がこの資金借入に際し、又はその借入後この借入金債務の全部を弁済するま

での間において、甲に対して虚偽の申請若しくは報告をし、又は故意に必要な事実

の報告を怠つたとき。 

  (３) 乙につき仮差押え、差押えの申請若しくは競売の申立てがあつたとき又は破産

手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあつたとき。 

  (４) 乙が支払を停止し、若しくは手形交換所より取引停止処分を受けたとき又は清

算に入つたとき。 

  (５) 乙が租税公課を滞納して督促又は保全差押えを受けたとき。 

  (６) 乙が甲に数個の債務を負う場合において、その一つでも期限に弁済しなかつた

とき。 

  (７) この借入金により改良又は取得された機器等が貸付けの目的に反して使用され、

譲渡され、交換され、貸し付けられ、若しくは担保に供され、又は公用収用された

とき。 

  (８) 乙が、千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則及びこの契約又はこれらに基づく義務

の履行を怠つたとき。 

  (９) 乙が千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則第６条第３項各号のいずれかに該当する

ことが判明したとき（乙が法人その他の団体である場合にあつては、その役員等が

同項各号のいずれかに該当することが判明したとき。）。 

  (10) その他甲が債権保全上著しい支障があると認めたとき。 

  （報告） 

 第２条 乙は、事業実施後20日以内に甲に対し事業実施報告書を提出するものとする。

この場合において、乙が団体であるときは、当該事業実施報告書に個人別内訳を明記

するものとする。 



 

 

 ２ 乙は、甲の指示するところに従い、経営状況その他必要な事項を甲に報告する。 

  （弁済の充当） 

 第３条 乙及び保証人は、弁済充当の指定権が甲にあることを承認する。 

  （違約金） 

 第４条 乙は、弁済期限又は期限前償還を要求された場合の甲の指定する期日に償還金

の支払をしないときは、その期日の翌日から支払うべき金額に対し年12.25パーセン

トの違約金を甲に支払う。 

 ２ 乙は、沿岸漁業改善資金助成法第10条の規定による支払の猶予の申請をした場合に

おいて支払期日を過ぎて猶予しない旨の決定があつたときも支払期日の翌日から支払

うべき金額に対し年12.25パーセントの違約金を支払うものとする。 

  （連帯保証人） 

 第５条 表記保証人は、この契約に基づく一切の債務について乙と連帯して乙と保証人

間の契約のいかんにかかわらず履行の責を負う。 

  （保証人の追加等） 

 第６条 乙は、甲が保証人の追加を必要と認めて請求した場合は、直ちにこれに応じる

ものとする。 

 ２ 甲は保証人の変更に関し、乙から請求があり、適当と認めるときは、保証人の変更

に応じるものとする。 

  （担保） 

 第７条 乙は、別に締結する担保権設定契約に従い、この契約に基づく債務に係る担保

の提供が可能となつた場合には、速やかにこれを提供するものとする。 

 第８条 乙は、甲の承認を得ずに担保として提供した資産を他人に譲渡し若しくは賃貸

し、他の債務の担保に供し、又はその現状を変更する等甲に損害を及ぼすおそれのあ

る一切の行為をしてはならないものとする。 

 ２ 乙は、担保として提供した資産の価格が減失、毀損の事情により減少したときは、

遅滞なくその旨を甲に報告するものとする。 

 第９条 乙は、甲が担保の追加を必要と認めて請求した場合は、直ちにこれに応じるも

のとする。 

 ２ 甲は担保の変更に関し、乙から請求があり、適当と認めるときは、これに応じるも

のとする。 



 

 

 その一 

沿岸漁業改善資金事業実施報告書 

   千葉県知事  様 

住所（主たる事務所の所在地）            

氏名（名称及び代表者の氏名）            

 さきに借り受けた沿岸漁業改善資金（経営等改善資金、生活改善資金、青年漁業者等

養成確保資金）については、下記のとおり事業を完了したので報告します。 

記 

 １ 借受状況 

貸 付 決 定      
年 月 日 

貸付決定番号 
資 金 借 受      
年 月 日 

資 金 種 類 借 受 金 額 

年 月 日 
年度 

第    号 
年 月 日  千円 

 ２ 事業実施状況 

事業着工
年 月 日 

年 月 日 
事業完了
年月日 

年 月 日 
事業実施
場 所 

 

事  業  計  画 事  業  実  績 計画と実績
との相違点
とその理由 事業名 数量 単価 金額 事業名 数量 単価 支払金額 

領収証
番号 

  
円 円 

  
円 円 

  

          

          

計    計      

 注 

  １ 事業実施場所は、借受者の住所以外の場所で実施したとき記入すること。 

  ２ 事業計画欄には、申請時の事業計画の概要、変更承認を得た場合は、その概要を

記入すること。 

  ３ 事業名欄には、貸付対象機器等を詳細に記入すること。また、領収証及び納品書

の写しを添付すること。 



 

 

 ３ 資金調達の実績 

 総 事 業 費 
資  金  調  達  区  分 

沿岸漁業改善
資 金 

自 己 資 金 そ の 他 

申請計画実績 

円 円 円 円 

 注 借受けが共同の場合には、個人別明細表を添付すること。 

 その二 

沿岸漁業改善資金事業実施報告書 

年  月  日   

   千葉県知事 様 

住所（主たる事務所の所在地）            

氏名（名称及び代表者の氏名）            

  さきに借り受けた研修教育資金に係る研修は、下記のとおり終了したので報告します。 

記 

 １ 借受状況及び研修状況 

貸 付 決 定     
年 月 日 

貸 付 決 定     
番 号 

借 受年 月日 借 受 額 研修の名称 研 修 期 間 

 第 号 年 月 日 千円   

 



 

 

 ２ 研修費使用状況 

借 受 額 研修に要した額 
残 額 

(借受額一研修
に要した額 ) 

繰 上 償 還 額 

千円 千円 千円 千円 

 ３ 研修終了証明 

      年  月  日 

  研修機関等の代表者等の氏名                    ○印  

 



 

第七号様式（第十三条第一項） 

 受理 年  月  日 

 受理 年  月  日 

 受理 年  月  日 

沿岸漁業改善資金支払猶予申請書 

年  月  日   

   千葉県知事  様 

住所（主たる事務所の所在地）            

氏名（名称及び代表者の氏名）            

     年  月  日付け貸付決定（貸付決定番号第  号）で沿岸漁業改善資金

を借り受けましたが、次のとおり償還を猶予願いたく申請します。 

資 金 の 種 類  

借受者の氏名又は
名 称 

 

借 受 金 額  

当初の償還方法 

償   還   期   日 金       額 

第１回    年   月   日 
第２回    年   月   日 
第３回    年   月   日 
第４回    年   月   日 
第５回    年   月   日 
第６回    年   月   日 
第７回    年   月   日 
第８回    年   月   日 
第９回    年   月   日 
第10回    年   月   日 
第11回    年   月   日 
第12回    年   月   日 

千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 

変更後の償還方法 償   還   期   日 金       額 



第１回    年   月   日 
第２回    年   月   日 
第３回    年   月   日 
第４回    年   月   日 
第５回    年   月   日 
第６回    年   月   日 
第７回    年   月   日 
第８回    年   月   日 
第９回    年   月   日 
第10回    年   月   日 
第11回    年   月   日 
第12回    年   月   日 

千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 

変 更 理 由  
 
 注 

  １ 変更理由欄には、災害、疾病、負傷、盗難等による状況を記入すること。 

  ２ それぞれの事由に応じた知事が指定する者の証明書等を申請書に添付すること。 

  ３ 資金の種類欄には、経営等改善資金、生活改善資金又は青年漁業者等養成確保資

金の別及びそれぞれの資金について千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則別表第１に掲

げる種類を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書 

  猶予決定番号     年第     号 

     年  月  日付け貸付決定（貸付決定番号第  号）の沿岸漁業改善資金

については、次のとおり決定したので通知します。 

年  月  日   

          様 

千葉県知事        □印    

資 金 の 種 類  

借受者の氏名又は
名 称  

借 受 金 額  

当初の償還方法 

償   還   期   日 金       額 

第１回    年   月   日 
第２回    年   月   日 
第３回    年   月   日 
第４回    年   月   日 
第５回    年   月   日 
第６回    年   月   日 
第７回    年   月   日 
第８回    年   月   日 
第９回    年   月   日 
第10回    年   月   日 
第11回    年   月   日 
第12回    年   月   日 

千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 

変更後の償還方法 

償   還   期   日 金       額 

第１回    年   月   日 
第２回    年   月   日 
第３回    年   月   日 
第４回    年   月   日 
第５回    年   月   日 
第６回    年   月   日 
第７回    年   月   日 
第８回    年   月   日 
第９回    年   月   日 
第10回    年   月   日 
第11回    年   月   日 
第12回    年   月   日 

千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 
千円 

 注 資金の種類欄には、経営等改善資金、生活改善資金又は青年漁業者等養成確保資金

の別及びそれぞれの資金について千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則別表第１に掲げる

種類を記載すること。 



 

 

沿岸漁業改善資金支払猶予決定連絡書 

     年  月  日付け貸付決定（貸付決定番号第  号）の沿岸漁業改善資金

については、別添のとおり支払の猶予を決定したので通知します。 

年  月  日   

          様 

千葉県知事            


